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１．会社概要
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商号 :  株式会社日新 

設立 :  昭和13年（1938年）12月

資本金 : 60億97百万円

従業員 : 1,601名（単体）5,729名（連結）
※2023年月末現在

上場市場 : 東京証券取引所プライム市場 
※証券コード：9066

総合物流企業として国内外にわたり下記3事業を運営

● 物流事業（国際・国内輸送、港湾運送、倉庫、通関、船舶代理店、引越等）

● 旅行事業

● 不動産事業

会社概要

会社概要

日新の強み

日新のネットワーク

● 強固なグローバル・ネットワーク

●専門性の高い物流人材

●各産業での特殊輸送サービス

●ユニークなDXソリューション

●環境負荷低減ソリューション



２．貿易手続のデジタル化に係る現状・取組
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貿易手続のデジタル化の現状 貿易手続のデジタル化に係る取組

【営業部門 】
荷主とのやりとりの多くはメールと電話、大手荷主においては専用システ

ムとEDI連携、当社開発の情報連携プラットフォーム「Information 
Platform」や デジタルフォワーディングサービス「Forward ONE」をご利
用頂く荷主も増えてきている。

【海上貨物部門 】
E2OPEN-INTTRAのような船会社プラットフォームやProject44や

Fourkitesなどのグローバルトラッキングサービスとは契約しておらず旧態
依然のスタイルで船会社と直接やりとり。以前に比べると、船会社HP上で
オンライン手続きができるようになってきており利便性は少しずつ向上して
いる。

【現業部門（通関/倉庫/港運）】
自社の業務システム（一部、NACCS連携）で対応している。

申告書類の作成過程では、Excelのマクロを屈指して業務効率化を図ってい
るが、荷主毎の商材データベースを事前に作っておくこと、また、同荷主で
も部門が違えばINVOICEのフォーマットも異なるため、容易に取り込めず準
備・調整作業の負担が発生している。
倉庫/港運では、Cyber Port 登録済みも搬確・フリータイム・デマレージの
確認と限定的な使い方に留まっている。

【システム部門】
2025年10月に控える第7次NACCSの更改に向け準備調整中。

【 DX部門 】
営業/現場DX、GX、生成AI の研究開発および営業展開サポート中。

現状

【営業部門 】
左記のプラットフォームやデジタルフォワーディングの他にアパレル関連

の荷主専用で貿易管理システムをキントーンで構築したり、荷主からの要請
を受け「TradeWaltz」や「sitateru（シタテル）」などの利用（正確には、
必要最低限の対応）を開始している。

【海上貨物部門 】
貿易手続きのデジタル化とは少し逸れるが、専用ホームページを開設し荷

主に情報発信するなど接点を増やす取り組みを行っている。

【現業部門（通関/倉庫/港運）】
通関ではAIOCRの実証実験や通関・搬出入の進捗システムのリニューアル

を、倉庫では作業時の写真を案件に紐づけて作業結果レポートを自動生成し
発信できるシステム（自社開発）の導入ほか現場DXを行っている。

【システム部門】
左記のほか、社内業務システムの刷新を順次行っている。

【 DX部門 】
   左記のほか、Forward ONEの追加開発や営業サポート、TradeWaltzの導
入サポートなど行っている。

取組



３．貿易手続や貿易PFの利活用に向けた課題・要望
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・デジタル化を進める上で標準化が第一歩と考えます。例えば、商工会議
所で扱う原産地証明書などの地方毎で異なる申請方法・手順は統一していっ
て頂けるよう働きかけ頂きたい。
   ・また、コンテナ搬入票、危険物明細書（赤紙）、危険物・有害物事前連
絡表（白紙）については、いち早くオンライン手続きができるようにCyber 
Port の機能拡張を進めて頂きたい。

対・政府

・縦割りではなく各省庁が連携して情報展開・共有できるように努めて欲
しい。
   ・Cyber Port は、多くの複数船社に登録頂き、船積情報を連携頂けるよ
う引き続き努めて頂きたい。
   ・今後より一層の利用拡大のためには、荷主/FWD双方に貿易PF利活用時
のインセンティブを、従来のアナログ対応の場合は何かしら恩恵が受けられ
なくなってしまうなどのアメとムチの施策が肝要。

対・政府

貿易手続のデジタル化に向けた課題・要望 貿易PFの利活用に向けた課題・要望

・大手荷主によっては部門毎で書類・情報の授受方法が異なることが散見
されるため、社内の運用ルールを統一して頂きたい。また、後工程の輸出入
手続きの効率化のため、貿易情報PFとの連携は構造化データでも展開・共
有をお願いしたい。

対・荷主

・立替金のひとつである輸入税については、荷主のリアルタイム口座から
直接引き落とされるように変わってきたが、港諸チャージについては、旧態
依然のまま、FWDが立て替える文化が残っているため、貿易情報連携PF利
用により口座から直接引き落としできるようになった暁には、同様の対応を
お願いしたい。

対・荷主

・荷主が構造化データを入れたくなるような、例えば、ひとつとしてAI-
OCR、BIツールや生成AIなど拡張機能を実装することを検討頂きたい。   

対・貿易PF提供事業者

・荷主にとって比較的使いやすいPFになりがちなため、荷主だけでなく
FWDにも嬉しい機能追加・改善を進め、使いたくなる使わざるを得ない状
態へ昇華させていって欲しい。
・荷主のアカウント登録を伸ばすうえでも、キャッチボール相手のFWDが

漏れなく登録していて、直ぐスタートできる状態が整っていることが重要。
一定数普及するまでは無償化または格安料金の設定をお願いしたい。

対・貿易PF提供事業者



４．過去検討会における荷主の意見に対する見解
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１．運賃・スケジュール検索・ブッキング・トラッキング
   船会社直BLだけでなくNVOCC発行のHBLの取り扱いも含めて検討が
必要であり、個社毎での対応には限界がある。また、Port to Port は情
報源の船会社に依るところが大きく、DoorまでのトラッキングにはIoT
デバイスの活用など仕組みづくりが肝要。
国交省様で進めるCyber Port または TradeWaltz にて、将来、取り纏め
て頂けないか期待するところ。

当社見解

１．貿易PF導入による業務負担の削減効果はFWDの方が大きい？
   ・大前提として、どの荷主も揺らぎなく、契約・船積情報を構造化データと
して貿易PFに連携頂くことが必要であり、メールの置き換えで貿易PFに必要
最低限の情報とPDFを投入するだけでは業務負担の削減にはならない。
   ・上記資料の後述にある通り、荷主は１つの貿易PFを選択したとしても
FWD側は荷主の導入PFに合わせて複数のPFと接続する必要がある。荷主に
よっては専用システムとEDI接続が必要であったり現行のままメールを望まれ
る企業もいて、むしろ、全方向の対応が求められ負担が増える。
   また、物流業界も多重下請け構造のため、FWD to 委託先（2次・3次請負業
者）の間はアナログな手続きが残ってしまうため一筋縄ではいかない。

当社見解
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